
〇1.チャリティ活動での利用で、得られた収益を寄附する催事

〇2.その他の団体・個人が必要経費を出し合って行うサークル活動
〇3.事業計画書にて非営利判定となるその他の団体・個人主催の教室等

〇4.その他の団体・個人が開催する入場料を徴収しない大会・発表会
〇5.1～4に該当しない


